
神戸市公告 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第４条

に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので、同令第12条及び神戸市契約規則（

昭和39年３月規則第120号）第27条の12の規定により、次のとおり公告します。 

  令和８年６月10日 

                                神戸市長 久 元 喜 造 

１ 随意契約に係る特定役務の名称 

  学校園庶務事務システム運用保守等業務 

２ 数量 

 一式 

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  神戸市教育委員会事務局学校経営支援課 

  神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号 

 神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター４階 

４ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和８年４月１日 

５ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社高知電子計算センター 

   代表取締役 三谷 康久 

  高知県高知市本町４丁目１番16号 

６ 随意契約に係る契約金額 

  55,179,740円 

７ 契約の相手方を決定した手続 

  次項に規定する理由により、第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいないため、

同項に規定する者を契約の相手方としました。 

８ 随意契約による理由 

  既に契約を締結した特定役務（以下「既契約特定役務」という。）につき、既契約特定役務に連

接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既契約特定役務の調達の相手方以

外の者から調達をしたならば既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれが

あるため。 

 

 


